
平成30年4月から 

国民健康保険制度が変わりました 

神奈川県と海老名市の役割 

これまで、国民健康保険は、市町村が運営してきましたが、
平成30年度からは、都道府県が国保の財政運営の責任主体

として加わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、
国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこ
ととなります。 

神奈川県の役割   海老名市の役割 

 財政運営の責任主体 
 

   
          

 資格・保険税・給付・保健事業など 
加入者の方と直接関係する事務を担
当 

 保険給付費等交付金を市町村に交付 資格取得・喪失届出受付と被保険者証等の発行・回収 

 国保事業費納付金を算定し市町村から徴収  国保保険税の決定と徴収 

  市町村の行う事務の効率化、標準化、広域化を推進 
       

療養費や葬祭費など保険給付の申請受付と支給 

特定健診・保健指導などの保健事業 

窓口はこれまでどおり 

市町村の国保財政の安定化のため 
医療費相当額の支払等を行います 

変わらないこと 

海老名市 国保医療課 電話 046-235-4594 



変わること 

海老名市→Ｂ市→Ｃ市→Ｂ市→海老名市と転居した例。○は高額療養費に該当した月を示しま
す。改正後は、海老名市の１回（４月）にＢ市の２回（5月・７月）がカウントに加わり、多
数回に該当する４回目は８月になります。改正前は８月は2回目となり９月も多数回に該当し
ません。 

平成30年度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 

神奈川
県 

海老名
市 ○ ○ ○ 

B市 ○ ○ 

C県 C市 ○ 

４回目 
多数回該当 

⇒

【現在の被保険者証】 【変更後の被保険者証】


